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止
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止

■ 障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。
　
　・常用雇用労働者二百一人以上の事業主　平成二十二年七月～
　・常用雇用労働者百一人以上の事業主　　平成二十七年四月～

■ 短時間労働者が実雇用率にカウントされます。
　
　・短時間労働者（週所定労働時間二十時間以上三十時間未満）が実雇用率にカ
　　ウントされます。　平成二十二年七月～
　・分母には、障害の有無に関わらす短時間労働者が、分子には障害者である短
　　時間労働者が算入されます。

■ 短時間労働雇用が義務化されます。
　
　・現行の精神障害者に加え、身体又は知的障害者の短時間労働（定労働時間二
　　十時間以上三十時間未満）が雇用義務の対象とされ、実雇用率のカウントが
　　0.5となります。

　

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
な
ど
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
〇
年
法
律
第
九
六
号
）
が

成
立
し
、
平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
段
階
的
に
施
行
さ

れ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
回
の
改
正
で
短
時
間
労
働
を
希
望
す
る
障
害
者
の
就

業
機
会
が
増
え
る
と
同
時
に
、
企
業
に
は
積
極
的
な
対

応
が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

（
障
害
者
雇
用
推
進
：
桑
島
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

個
人
情
報
を
提
供
し
た
り
預
か
っ
た
り
せ
ず
に
業
務

が
遂
行
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
わ
け
に

も
い
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
預
か
る
場
合
に
お
い
て
は
最

低
限
の
情
報
に
抑
え
、
不
要
な
情
報
は
預
か
ら
な
い
こ

と
が
重
要
で
す
。
個
人
情
報
を
提
供
し
た
り
預
っ
た
り

す
る
際
に
は
目
的
を
明
確
に
し
、
本
人
に
説
明
し
た
上

で
同
意
を
得
る
必
要
が
有
り
ま
す
。「
自
分
自
身
が
さ
れ

て
嫌
な
こ
と
は
相
手
に
も
し
な
い
」
こ
と
を
常
に
考
え
、

実
行
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
。

　

取
得
、
提
供
以
外
に
保
管
時
に
も
注
意
が
必
要
で
す
。

個
人
情
報
・
機
密
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
書
類
に
お
き

ま
し
て
は
施
錠
で
き
る
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
に
保
管
し
、
退

社
時
に
は
必
ず
施
錠
を
し
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
多
忙
時
な
ど
、
つ
い
つ
い
見
落
と
し
た
り
、
忘

れ
た
り
し
が
ち
で
す
。
そ
の
よ
う
な
時
は
声
を
掛
け
合

う
、
フ
ォ
ロ
ー
し
合
う
、
と
い
う
よ
う
に
社
員
全
員
一

丸
と
な
っ
て
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
電
話
対
応
中
に
取
っ
た
氏
名
・
電
話
番
号
の
メ
モ

一
つ
一
つ
で
も
デ
ー
タ
で
記
録
し
、
紙
は
即
シ
ュ
レ
ッ

ダ
ー
処
理
す
る
等
、
慎
重
に
取
り
扱
う
意
識
が
大
事
で

す
。

（
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
本
部
：
松
本
） 

　

裁
判
員
制
度
が
五
月
二
十
一
日
か
ら
い
よ
い
よ
実
施

さ
れ
ま
す
。
社
員
が
裁
判
員
に
選
任
さ
れ
た
場
合
の
休

務
に
備
え
た
、
制
度
の
整
備
を
進
め
て
い
る
企
業
も
多

い
と
思
い
ま
す
。

裁
判
員
は
「
国
の
公
務
に
民
意
を
反
映
し
て
そ
の
適
正

を
図
る
職
務
」
で
す
か
ら
、
労
働
基
準
法
７
条
の
公
民

権
行
使
の
定
め
が
適
用
し
ま
す
。
多
く
の
企
業
で
は
「
公

民
権
行
使
」
の
保
障
を
就
業
規
則
等
で
規
定
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
裁
判
員
制
度
で
は
、
選
任
手
続
き
、
評
議
、

評
決
等
を
含
め
の
べ
３
日
〜
５
日
ほ
ど
か
か
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
、
選
挙
権
の
行
使
の
よ
う
に
短
時
間
の
保
障

で
は
ま
か
な
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
守
秘
義
務
、
旅
費
、

日
当
の
取
り
扱
い
、
裁
判
所
へ
の
往
復
途
上
で
の
事
故

補
償
な
ど
従
来
の
労
働
基
準
法
７
条
の
枠
組
み
だ
け
で

は
、
十
分
に
対
応
し
き
れ
な
い
部
分
が
で
て
き
ま
す
。

裁
判
員
、
ま
た
は
補
充
裁
判
員
に
選
任
さ
れ
た
社
員
の

上
司
、
同
僚
、
人
事
部
等
の
所
轄
部
門
の
社
員
は
、
こ

の
裁
判
員
に
選
任
さ
れ
た
社
員
を
特
定
す
る
こ
と
は
守

秘
義
務
に
抵
触
し
な
い
の
か
？

選
任
手
続
き
の
呼
出
状
が
届
い
た
時
点
で
（
原
則
と
し

て
６
週
間
前
ま
で
に
本
人
に
連
絡
）
裁
判
員
制
度
に
伴

う
休
暇
申
請
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
可
能
か
？

等
々
各
企
業
で
迷
わ
れ
る
部
分
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

給
与
の
取
扱
い
を
含
め
準
備
は
万
端
に
整
え
て
お
き
た

い
と
こ
ろ
で
す
。

（
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
本
部
：
石
山
）

 

改正のポイント改正のポイント

４


